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（兆円）

利子 配当 株式等の
譲渡所得

土地等の
譲渡所得

 ▲２.４兆円（税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ(基礎控除、配偶者控除、
              扶養控除：35万円→38万円)、給与所得控除額の引上げ）

▲３.９兆円（税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ(基礎控除、配偶者控除、扶養控除：33万円→35万円)、配偶者特別控除・
              特定扶養控除の創設(45万円)）等

 ▲０.３兆円（最高税率の引下げ）

 ＋０.５兆円（配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止）

（ 所得税収のうち主たる分離課税分

（注1）所得税収は、20年度までは決算額、21年度は補正後予算額、22年度は予算額（案）である。なお、所得譲与税による税源移譲（16年度△0.4兆円、
　　17年度△1.1兆円、18年度△3.0兆円）後の計数である。
（注2）利子、配当には法人分が含まれる。
（注3）株式等の譲渡所得については、株式等の譲渡所得が主たる所得に該当する者に係る申告納税額及び株式等の譲渡所得に係る源泉徴収税額の単純合
　　計（20年度は推計値）。
（注4）土地等の譲渡所得については、土地等の譲渡所得が主たる所得に該当する者に係る申告納税額である（63年度以前及び20年度は推計値）。

所 得 税 収 の 推 移

）

【税制改革】

【抜本的税制改革】

 ＋１.７兆円（マル優の原則廃止、株式等の譲渡益の原則課税化への移行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所得税から住民税
　　　　　　　　　　▲３．０兆円  　への税源移譲

 ＋０.２兆円（公的年金等控除の見直し等）
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その{舎の高得議除制撲の援要〈所帯税〉

金堂静養の幸重量霊

雑f民健除

控室譲襲撃警主主総

社会保険料控除

小銃綴1量殺
共済事事務重量控除

生命保険料総除

地震保険料授除

事葉 婆 投除護軍の計算方式

住宅宮震対等について災害又は盗難事まし 次のいずれか多いカの金額

くは様領による損失を生じた場合3<1本災犠� ① (災害損失の受注護軍+災害関連支出のぎ量級)一年間所得金額Xl0%

関連支出のま並綴がある場合に控除� ② 災害関連支出の金額一� 5万円

納税者3えは総務者と生計を� i
一� ①lOn丹 、� := <綴喜怒線凌鎮

会iこ努事量
銀事まその{践の豪華族の窪療費を支払った場

こする潔

( 支 払 っ たir… 
窓古書重量(/)綴 ②年罰所得室長級X5% 2∞n門〉

社会保険料畿支払った場合lこ控除 .支払った社会保持主料の額

小規機会議院共演掛金、確定拠出通事会iこ 支払った掛金の緩

係る億人型年金総入者掛金及び心身隊幾

者扶養共謀警告詩霊長習を3主主主った場合に主主徐

①支払った生命線勝iこ応じて一定額を鰍〈締限度額5万円〉 ゆ
② 支払った個人年金保険料{こ応じて一定獄後娘除〈最高限度額5万円).，.<改豆案):改組

生命保険料:&ぴ綿入年金保険料を支払� 
〈改組の内容)

った場合に担控除
新たに介議医療保険料のt控除を設け、生命保険料、個人年金保険料、介綴医療保険料のそれ

ぞれの控除限度額を� 4n内とし、合計の控除限皮護軍後� 12万円(現行� 10n内〉とする。

地震保験料畿支払った場合に投除 支払った地震保検事専のさ量綴を主主除(最高禄E量級� 5n月〕� 
※1 王子完走� 18年� 12fJ31際家主?に毒事結した長紛争議議録益金契約等〈池袋線検察↓投書室の適用を受iす

るものを徐く.)Iこ係る事長塁走斜毒事iま袋詰寄どおり瀦汚する〈最第叡淡事費� ln5千円〉。� 

2地震保険料後韓震と棚上議官� 1を適用する場会iこ{試合わせて最高5万p:jとする。

号事附金授除 特定寄開f金そを3主出した場合に控徐
①特定寄附会の余計額 一� 5千阿部容附金控除額(…川一
②年間崩事金額×鰍 時(昭和�  :2千円

〈主主〉道義ゅの改正案i率、生命線検事等主意義主については-'F-成24岩手分、議訴す金主空襲主については容認定22年分以後の紛争毒殺について遥iIlo 
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O 給与所得について辻、概算控除として給与所得控除の適用がある。� 

O 諮除毅は給与絞入iこ応じて逓増{上懇なし{総和総長手分以総本iニ )。後あり)j

※ 遜数警護などの特定支出の綴が絵与所得控徐額を越えるとさは、その趨える著名分を控徐することができる〈特定支出校総)。

{方向)

。給与総額iこ対する給与所得控徐総額の割合
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200 総額(S) 
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亡プ二?存編む税率の脇{イメージ諮〉 目� 

O昭和信i年当善寺の所得税i志、� 10.5%-70%の15段階の税率構造であり、総入住民税と合わせた殺高税率は綿%。� 
O現在は5%-40%の6段階の税率機i畿であり、組人住民税と合わせた最高税率は50%。

昭和59~手 O1')-61~事 01') (注} 平成元年(Ji')-10年{皮)(l!.t) 平成11通事(Ji')-18年{議定〉 平成19年{度)-

税� 
15段階

4段階

総与取λ 給与収入� 総与収入 給与総入

真野� 70争弘!

50軸� 

得� 
140% 
 37~‘ 

30φも

5段階� 

所

得

税

十

倒

人

住

民

税

個人色気霊能

鵠特�  

65% 


個人総渓芸員

50号令� 50軸� 

品特43持

続得税読者得稜

{怪人伎E駐車強� f鐙入住民紛

総宅手紙人� ..与収入 総与収入 給与板入

、45号、4、35、30、25仏2‘16、12、10.0年分の所得税の税率!立、2)話器級事1(注 5日、卵、� 60%の12.1¥監罰露。(住民税(62年皮}の最高税調停は18%、俊民税と合わせた最高税率i立?器%)
昭和63年分の所得税の税率泳、� 10、2口、初、� 40‘5 毒殺(63年度)の畿運器税率!ま16%、後畏殺と合わせた最姦税務!立76%)
E段港。{後6の60%号、

{注2)平成7年のを発動j改正において、税率Iま据え縫いたまま、その適用範磁の総大がなされた。




